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令和７年度 女性の実践型リスキリング運営業務委託 

公募型プロポーザル実施説明書 

 

１ 業務内容等 

（１） 業務委託名 

  令和７年度 女性の実践型リスキリング運営業務委託 

（２） 目的・委託業務の概要 

別紙仕様書のとおり 

（３） 予算規模 

4,700 千円（消費税及び地方消費税相当額を含む額） 

（４） 委託期間 

  契約締結の日から令和８年３月 13 日 

 

２ 企画提案の主催者および事務局 

（１）主催者 北九州市 

（２）事務局 

北九州市産業経済局雇用・産業人材政策課（ウーマンワークカフェ北九州） 

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 3-8-1（ＡＩＭビル２Ｆ） 

ＴＥＬ：093（551）0091 FAX：093（551）0093 

    メールアドレス：san-koyou@city.kitakyushu.lg.jp  

 

３ 参加資格 

次の要件をすべて満たす法人又は複数の法人によるグループとする。 

なお、グループの場合は、（３）～（６）の要件を全ての構成員が満たすものとする。 

（１）国、地方公共団体及び民間企業等で類似業務の実績があること。 

（２）事業の企画提案、実施・運営等、業務全般の総合的運営が可能であること。 

（３）北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格および審査等に関する規則（平

成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の「有資格業者名簿」に記載されてい

ること。 

（４）本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４の規定のいずれにも 

該当しない者であること。 

（６）企画提案事業者（法人の役員を含む。）またはその使用人等が暴力団員による不

当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団または暴力

団員と社会的に非難されるべき関係にないこと。 

（７）対象者の就業を支援する仕組みを有していること。 

（８）単独で応募した法人は、他で応募するグループの構成員にならないこと。 

(９) グループの構成員は、単独での応募又は他のグループの構成員として、重複して
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応募しないこと。 

(10) グループで応募する場合は、代表する法人を定めること。 

 

４ 応募書類の内容 

受託希望の事業者は、期限までに下記の書類を提出すること。 

（１） 企画提案書 

①事業の企画提案 

②委託業務の実施・運営体制（人員体制を含む） 

③個人情報保護の体制 

④会社（団体）概要等 

⑤類似業務の実績等 

・公的団体（民間企業）支援の業務実績を、公的団体と民間企業とに分けて過去 

3 年分を提出すること 

・グループで参加する場合、事業者ごとに提出すること 

⑥実施場所、実施期間、業務への関わり（主催・受託・下請け）、業務の実施範囲、

内容、実績を簡潔に記載すること。 

ア Ａ４サイズ、長辺綴り（ホッチキス 2 カ所留め）、横書きを基本とし、両面印刷で

作成すること。表紙を除き 15 ページ以内。様式は自由。 

 イ 正本１部（商号又は名称、代表者を記載）、副本５部を提出すること。 

 ウ 企画提案事業者は予算額の範囲内で、本市が仕様書に掲げた業務のほか、自ら

企画した業務を提案することができる。なお、提案にあたっては当実施説明書の

１を踏まえ、別紙仕様書２の事業目的に沿う内容であること。 

（２） 必要経費見積書 

 ア 役割別の人件費、運営費（消耗品、研修費など）項目や数量を明確にすること。

また、総額に消費税率（10%）を乗じて得た額を記入すること。様式は任意。 

イ 正本１部（商号又は名称、代表者を記載し代表者印を押す）、副本５部を提出す

ること。 

（３）グループ構成表（別紙３、グループでの参加者のみ） 

 

５ 審査・選定方法 

（１）企画提案書の内容及び選定の際の評価のポイント 

別紙「企画提案書の項目及び評価のポイント」のとおり。 

（２）選定方法 

提出された企画提案書等に基づき、プレゼンテーション、書類審査等の方法に 

より（１）のとおり選定委員会による審査を行い、各選定委員１００点満点による

審査・評価の合計が最も高い企画提案書を提出した企画提案事業者を、受託候補者

に選定する。ただし、当該企画提案書に対する各選定委員の評価点の合計が満点の

6 割に満たない場合は、「受託候補者なし」とする場合がある。また、評価点の合
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計が最も高い企画提案書が複数ある場合は、見積金額が低額のものとする。 

（３）企画提案事業者なし又は企画提案事業者が１者の場合の取扱い 

応募書類の提出期限までに企画提案書類の提出がなかった場合には公募を中止し、

業務内容を再検討する。企画提案書類を提出した者が１者であった場合にあっても、

（２）の方法に従い審査を行う。 

 

６ 応募手続き 

（１）仕様書等への質問の受付 

質問がある場合は「質問書」（別紙１）を電子メールにより２の（２）事務局宛

に提出すること。送信後、電話により、受信の確認を行うこと。電話及び口頭に

よる質問は受け付けない。 

提出・連絡期限：令和７年４月 23 日（水）正午まで必着 

回答方法：令和７年４月 25 日（金）までに当ホームページに掲載する 

（２）企画提案参加申込書の提出 

  本企画提案へ参加するものは、「参加申込書」（別紙２）を電子メールにより２の

（２）事務局宛に提出すること。送信後、電話により、受信の確認を行うこと。 

提出・連絡期限：令和７年５月１日（木）正午まで必着 

（３）応募書類の提出 

本企画提案に係る応募書類は、郵送または持参により提出すること。 

提出・連絡期限：令和７年５月 16 日（金）正午まで必着 

 

７ 選定委員会の開催 

  日  程：令和７年５月 20 日（火）午後 

       ※日程・説明時間等は後日調整の上、企画提案事業者に連絡する。 

  会  場：ウーマンワークカフェ北九州 

（北九州市小倉北区浅野 3-8-1 AIM ビル 2 階） 

  内  容：企画提案書に基づき、企画提案事業者が選定委員に対して説明・質疑応

答を行う。（質疑応答を含め１社 30 分程度。パソコン・プロジェクタ

ーなどを使用した説明は認めない。） 

  備  考：応募締切後の資料の追加・変更は認めない。 

       選定委員会に要する経費は、企画提案事業者の負担とする。 

 

８ 提案の無効 

 次の各号のいずれかに該当する場合は、提案は無効とする。 

 （１）参加資格なく提案したとき。 

 （２）所定の日時までに企画提案参加申込書の提出がない、または応募書類が到着しな

いとき。 

 （３）企画提案事業者が他の企画提案事業者と協定して提案したとき、または提案に対
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して不正があると認められるとき。 

 （４）１の企画提案事業者が２つ以上の提案を行ったとき。 

 （５）その他提案に際し違法な行為があったとき。 

 

９ 選定結果の通知方法 

受託候補者を特定したときは、企画提案事業者全員に次の事項を通知する。 

（１） 受託候補者として特定した又は受託候補者として特定されなかった旨 

（２） 当該企画提案事業者の順位及び点数 

（３） 受託候補者として特定されなかった企画提案事業者については、その理由について、

所定の期限までに説明を求めることができる旨 

 
10  選定結果の公表 

受託候補者を特定した場合は、本市ホームページに次の事項を公表する。 

（１） 受託候補者の商号又は名称 

（２） 企画提案事業者数 

（３） 企画提案事業者（受託候補者のみ商号又は名称を表示）の評価結果 

（４） 選定委員会の委員（外部委員を含む）の氏名及び職名（職業） 

（５） 選定委員会における主な意見 

（６） 本市の主な特定理由 

 

１１ 契約 

（１）受託候補者に選定されたものは、委託契約締結に向け、市と事業内容詳細につい

て協議を行うものとする。その際、企画提案の一部を変更する場合がある。協議が

整った場合は、受託候補者からあらためて見積書を徴収し、見積書を精査のうえ、

随意契約による契約を締結する。 

（２）保証人は不要とする。 

（３）契約保証金は契約額の１００分の５以上の額とする。ただし、契約の相手方が北

九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号）第２５条第７項第１号又は第

３号に該当する場合は免除する。 

（４）契約の辞退等の理由により、第 1 順位の受託候補者と契約ができない場合は、第

２順位の企画提案事業者を受託候補者として手続きを進め、契約を締結することが

ある。第２順位の企画提案事業者と契約できない場合についても、同様とする。 

（５）受託候補者について、８の（１）、（３）または（５）に該当することが判明した

場合は、受託候補者としての資格を取り消す。この場合は、上記（４）のとおり処

理を行うものとする。 

（６）その他、本書に定めのない事項は地方自治法、同法施行令及び北九州市契約規則

などの関係規定の定めに従い処理する。 
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１２ その他 

（１）提案に係る経費については、企画提案事業者の負担とする。なお、提出された書

類は返却しない。 

（２）企画提案書を提出した後は、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立

てることは認めない。 

（３）企画提案を希望しない場合は、企画提案を辞退することができる。この場合でも、

以後、不利益な取り扱いを受けることはない。提案を辞退する場合は、電子メール

で辞退届（様式自由）の提出すること。 

（４）契約締結後、「北九州市物品等供給契約競争入札結果等の公表要領」に基づき、件名、

契約の相手方、金額等を本市のホームページで公表する。 
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企画提案書の項目及び評価のポイント 

以下のとおり応募者に提案を求め、各選定委員１００点満点による審査・評価を行う。 

評価項目 評価の考え方 
配点 

（点） 

事業実施に

あたっての

基本的な考

え方（総論） 

・プログラムの実施を通して、参加者が就職後に役立つ IT スキルや知識の習

得ができる内容となっているか 

・女性が抱える課題や支援ニーズ等が把握できているか        

・就業先等を支援する仕組みが整えられているか           

１０ 

運営業務の 

企画・実施 

方法 

対象者、研修形式・会場、機材 

・対象者は仕様書に沿った幅広い年代、人数となっているか 

・研修形式は仕様書に沿っているか、子育て中の女性も参加しやすい時間設

定か 
・会場は小倉北区内で、利便性が高い場所か、パソコンの貸し出し手配はあ

るか       

 
１０ 

参加企業 

・想定している参加企業数は適正か、また業種や勤務時間（フルタイム、短

時間）に偏りはないか 

・想定している参加企業の業種に偏りがなく、多様なものとなっているか 
・今回の研修で女性が習得するスキルと参加企業が求めるスキルが概ね一致
しているか              

１０ 

研修内容 

・基本型研修の必須研修は漏れなく企画されているか 

・実践型研修は、企業が望むスキル習得を念頭にした内容となっているか 

・実践（お試し）研修は、参加企業の意向を踏まえたものとなっているか  

１５ 

女性と企業の交流会 

・女性と企業がお互いに関心を持ちやすく、交流が促進される内容となって

いるか 

・時期の設定や女性、参加企業の数は仕様書に沿ったものとなっているか 

１０ 

就労支援・参加女性のフォローアップ 

・女性の就労に対する現状・課題を踏まえ、専門的知見や独自ノウハウを活

かした伴走型の支援体制となっているか 

・ウーマンワークカフェ北九州と連携し、就労に向けた行動変容が期待でき

る内容となっているか   

１５ 

広報 

・事業広報が支援対象者に訴求力のあるものとなっているか 

・参加女性の掘り起こし手法について工夫がみられるか        

・チラシや SNS 等、幅広い広告手段となっているか 

１０ 

その他独自

の提案 

・本事業の内容に沿った提案となっているか 

・女性の抱える課題やニーズを踏まえた内容となっているか 

・具体的で実現可能な提案となっているか 

５ 

別紙 
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庶務 

・業務遂行能力・スケジュールの妥当性、個人情報の管理 

・グループの場合は、業務への関わり（主催・受託・下請け）、業務の実施範

囲が明確になっているか 

５ 

これまでの関連・類似事業の実績・信頼性             ５ 

見積金額が提案内容に比して適正かつ効率的かどうか            ５ 

 


